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　1990 年代以降，中国各地の 案館・図書館は，所蔵する 案・公報・
新聞・雑誌を，たとえ大部のものであっても，マイクロフィルムやマイ
クロフィッシュの形で提供するようになる。国外の出版社に販売を委託
する場合も，国内の取次をとおして直接マイクロフィルム化に応じる場
合もあった。遼寧省 案館も，そうしたこころみをつづけてきている。
1994 年には，南満洲鉄道株式会社の社報，全 80 リールを日本において
入手することが可能になった 1）。
　旧日中歴史研究センターも，同館に何点かの 案・公報について，そ
のすべてを撮影してくれるよう打診し，諾許をえたものについては，そ
れを購入した。こうしたマイクロフィルムもふくめ，旧日中歴史研究セ
ンターが収集した 4万点の資料は，2006 年，すべて京都の国際日本文
化研究センター（日文研）に移管される 2）。日文研は，書籍形態のもの
については『国立国会図書館分類表』で区分し，すでにオンラインによ
る検索が可能になっている 3）。マイクロフィルム類も，ようやく整理が
おわろうとしている。
　このマイクロフィルムのなかに，満洲国時代の奉天で発行されていた
『鉄路総局総局報』と『鉄道総局報』もふくまれている。整理の必要上，
両者をざっと通覧し，満鉄の社報とすりあわせてみると，三者のあいだ
に微妙な関連があることに気づく。そこで概略を記し，あわせて関連事
項について管見をしめし，識者の意見をえたいとおもう。

『南満洲鉄道株式会社社報』・『鉄路総局
総局報』・『鉄道総局報』の書誌データ
から読みとることができるもの
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Ⅰ　大連時代の社報

　1994 年，日本で発売された満鉄の社報全 80 リールには，小林英夫に
よる解題が添附されている。社報には，どのような性格の記事が掲載さ
れているのか，手際よく解説されており，きわめて役にたつ。ただ，と
くに 9・18 以降の変化について，十分把握できていないところがある。
解題を書く時点で『鉄路総局総局報』や『鉄道総局報』と遭遇していれ
ば，あるいはちがった結果になっていたかもしれない。そもそも，解題
を書く際，対象となるものだけでなく，関連資料にまで目をとおすこと
をもとめるのは，酷である。尾形も三者の全号・全頁にあたったわけで
はない。文字どおり瀏覧しただけにすぎない。当然，見おとしていると
ころもおおいと思う。要は，あとの者が，前の足らざる点を，すこしず
つ埋めていけばいいのである。
　1906 年 11 月に設立された南満洲鉄道株式会社は，当初本社を東京に
おいた。翌年 2月，本社所在地を大連にうつし，1カ月の準備期間をへて，
翌月末から社報を毎日発行する。創刊は 3月 29 日（図 1，本文末尾）。日
本の官報のスタイルをとっていた。
　翌 30 日の第 2号に，社報を発行する理由を，「社告」としてこう記し
ている 4）。
　　 本社附属地内ニ居住スル者ノ周知ヲ要スル規則ハ，之ヲ社則ト称シ，
本社報ヲ以テ公示ス。

満鉄の社報は，満鉄に勤務する人間にとっての社内報というだけでなく，
「附属地ニ居住スル者」にとっての公報でもあった。かれらにたいし，
行使すべき行政権を満鉄は賦与されていた。その専門の部署として，満
鉄は社会部を組織する。こうした満鉄社報の性格は，1938 年にいたる
まで，基本的には変化しなかった。
　現在遼寧省 案館が所蔵する社報は，1945 年 5 月 31 日の第 11359 号
が最後のものとなっている。日本の敗戦にいたる間，さらに社報を出し
ていたかいなか，確認されていない。
　満鉄の歴史は，創立から 9・18 までが 24 年。そこから日本の敗戦ま
でが 14 年。前期においては，もちろん曲折はあるが，後期のような，
組織の性格が根本からかわってしまうような状況には直面していない。
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しかし，その間でも，社報上には見のがすことのできない変化が，2度，
生じている。まずこれからのべてみよう。

〔1〕第三種郵便物の認定取得
　1923 年 9 月 4 日の第 4939 号から，第 1 頁欄外に「大正十二年八月
十六日第三種郵便物認可」と明記するようになる。前後の変容は，図 2，
図 3参照。
　第三種郵便物の認可をうけると，その旨を第 1頁欄外に明示するだけ
でなく，最終頁の欄外に奥附をつけることが義務づけられる。その内容
には多少の変動があるが，社報第 4939 号には，
　　日　刊　除日曜日及社祭日ノ翌日　　
　　定　価　一箇月金一円　郵税金十五銭
　　発行所　大連市東公園町　南満洲鉄道株式会社
などが記されていた。郵税とは郵便料金のことである。もし記載事項に
変動があれば，申請しなおさなければならない。そしてそれは，確実に
奥附に反映される。日刊の社報の最終頁を見れば，満鉄という組織の変
遷を逐一たどることができるのである。
　満鉄が大連市の東公園町で社報を発行していたのは，1938 年末まで。
それ以降は，Ⅲでふれる。
　満鉄は，どれだけの部数の社報を，どのように配布していたのか。関
連資料が確認されていないため，わからない。ただ，鉄道輸送を業とす
る満鉄は，自前の列車で厖大なヒトとモノを運搬しており，社用品であ
ろうが，附属地で公費をはらっている住民への公報であろうが，みずか
ら配布することができた，という点は重視したい。とくに他人にたよる
必要はない。ここが関東都督府やその継承後身の関東庁とは，ちがうと
ころであった。
　その公報をみずから配布する手段のない関東都督府などは，地元で発
行される新聞を指定し，第三種郵便物に認定し，そこにその附録として
公報を折りこみ配布する途をえらんだ 5）。これを公布式という 6）。日本
の官報も，この方式を採用しようとした時期があった。満鉄は，こうし
た煩瑣な方法はとらなかった。ではなぜ，創刊から 16 年もたった 1923
年に，わざわざ第三種郵便物の認可をうけたのか。ちなみに，当時，第
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三種郵便物の認定者は逓信大臣であったが，認可申請そのものは，認可
希望者の居住地を管轄する郵便局にたいしてなされた。1923 年の満鉄
にとっては，それは，関東庁逓信官署であった 7）。
　1923 年は，松岡洋右が満鉄理事に任じていた時期である。松岡は重
役会議などの資料を手元にのこし，のち日本にもちかえる。これが
1964 年，松岡文書として活字化される 8）。その「重役会議記録」にも「処
務週報」にも，関連記事が見えない 9）。末端の事務処理上の問題とわり
きるわけにはいかないにもかかわらず，なぜか，記録を欠いている。
　当時のこの地域における郵便物をめぐる動きのなかで，とくに注目され
るのは，日本政府が満鉄附属地以外においていた郵便局を撤廃したことで
ある。その周辺の地域に郵便物をおくるには，中国側と協定をむすばなけ
ればならない。同年末に，それが実現する 10）。しかし，このことを，日本
の国内問題である第三種郵便物認定と直接関連づけるのは無理がある。
　また，満鉄設立後も営口と安東に存続した日本人居留民団管轄の居留
地が，1923 年に満鉄の「公費区」に編入されたことにも注目したい。
居留地を維持管理する費用を居留民団が負担しきれなくなり，それを満
鉄にゆだねた結果である 11）。ただこれも，第三種郵便物認定とは直接関
係しない。かつての居留地に社報をくばるには，社会部のスタッフが，
すこし足をのばせば，それで十分であった。
　さらに，たとえ少数でも，遠方に満鉄の社報を読みたい人がいれば，
そうした読者のために安い郵便料金を設定する。これも満鉄の使命であ
る，といった意識が 12），1920 年代に突如醸成されたとも考えにくい。
　関東庁となんらかのやりとりがあり，この時期に認定がおこなわれた，
ととるのが妥当なところではないか。

〔2〕体裁の一新
　創刊からちょうど 20 年がたった時点で，満鉄は社報の体裁を一新す
る 13）。タテ 2段から，ヨコ 2列にあらためたのである（図 4）。同時に数
字の表記も，すべて漢数字からアラビア数字にかわる。この印象がかな
りつよい。
　なぜ体裁をかえるのか。理由は社報にはのっていない。これも類推す
るしかないが，印刷に際し，同ポイントの活字をもちいるとすると，タ
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テ 2 段とヨコ 2列では，1頁に記載可能な字数にかなりの差がでる。そ
もそも題字欄のとりかたからしてちがう。設立からすでに 20 年，掲載
する記事の分量も当然増加していく。ヨコ組は，そのことへの対応策だっ
たと考えたい。
　当時ヨコ組の公報類は例がなく，満鉄独特の社風の発露とみることも
できる。しかしそれを機に，社報の性格がかわったわけではない。では
なぜ体裁の変動に着目するのか。それは，体裁がある拘束力をおよぼす
ことになるからである。
　Ⅲで詳述するが，9・18 後，満鉄は社報の体裁をもとのタテ組にもどす。
字数の関連から，2段ではなく 3段にする。さらに 1938 年 12 月からは，
日本語と漢語の合璧にすることをせまられる。合璧にするには，どうし
ても上下 2段に分けなければならない。すると，それぞれの言語には，
1頁 1段分のスペースしかさけなくなる。いかに附属地行政権を放棄し，
社報に掲載する記事が鉄道関連にかぎられるようになったとはいえ，字
数の処理に悩んできた満鉄が，合璧という体裁を継続することはなかっ
た。漢語の部分は別冊とされ，ついにはそれも廃され，最後の段階では，
再度タテ 3段となるのである。

Ⅱ　鉄路総局と鉄道総局

〔1〕　鉄路総局
　9・18 後，1932 年に，関東軍・満洲国，関東軍・満鉄，満鉄・満洲国
の 3つのレヴェルにおける調整をすませたのち，鉄道・港湾・河川の維
持管理と鉄道新線建設については，満鉄がその任にあたることなった。
満鉄の関与の度合は一律ではなく，3層構造になっていた。
　① 満鉄本来の鉄道路線を管理運行する，満鉄の「鉄道部」。これは従
来どおり。

　②新線建設にあたる「鉄道建設局」。大連におかれた。
　③ 張学良政権が管理運営していた中国側鉄道路線を担当する「鉄路総
局」。これは奉天におかれた。

「鉄道建設局」と「鉄路総局」は，いずれも，1933 年 3 月 1 日に設立さ
れる。
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　「鉄路総局」が担当する路線は，実際には満鉄が管理運行し，総局長
も満鉄から理事が派遣されてくるが，総局自体は，対外的に独立した形
態をとった。なぜこのような形態になり，またなぜ「鉄道総局」ではな
く「鉄路総局」と称されたのか。
　みずから主導し傀儡国家をつくりあげた関東軍にとり，9・18 前，附
属地行政権まで賦与され，巨大企業として相対的自立性を発揮していた
満鉄は，けして意のままになる相手ではなかった。そうした満鉄を，満
洲国の一鉄道運行部門に特化してしまうことは，いわば関東軍の宿願で
もあった。1932 年 6 月，軍内の一部署として「交通監督部」を設けた
のをかわきりに，満鉄へのしめつけを強化する。初代の部長は，大村卓
一。大村は満鉄の副総裁，鉄道総局長，総裁を歴任しながら，一面その 

tomb diggerとしての役目を演じていく14）。満洲国の鉄道を満鉄に委託し，
運行させるにあたり，直接の当事者とするのではなく，満洲国と関係が
あるかのような組織をつくり，そこに関与させる方法をとったのも，そ
の一環であった。
　満鉄は受動的立場においこまれる。あたらしい事態をうけ，「鉄路総局」
という文字どおりの外局の創設に応じ，関東軍がさらにどうでてくるの
か，様子を見るしかない。満鉄は，実際は社内の一部署である「鉄路総
局」について，南満州鉄道株式会社鉄路総局とはよべなかったのである。
　いっぽう溥儀の周辺には，この問題について当然ながら，なんの発言
権もない。ただ，「局」の設置については，かれらの側にも，それなり
の背景が存在した。
　清中期以降，人口の激増にともない，社会の規模も膨張していく。こ
の事態に中央は正規の官僚機構を拡大させるのではなく，各分野での維
持管理機能を，それぞれ外部組織に委託することでのりきろうとする。
全国各地に，おびただしい数の「局」や「所」が出現する 15）。アヘン戦
争後，列強により構築された海関システムや，洋務運動がもたらした多
くの企業や組織なども，この流れをうけたものであった。こうした経緯
からすれば，満洲国の鉄道を満鉄に委託するにあたり，「鉄路総局」と
いう看板を掲げさせたことは，悪い話ではない。かつ「鉄道」ではなく，
「鉄路」なのである。満洲国の外局である，と強弁するにはいっそう好
都合であった 16）。
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　鉄路総局の創設は1933年3月1日。総局報の創刊はそれ以降であろう。
であろう，とするのは，遼寧省 案館所蔵の総局報が，翌 1934 年 3 月
31 日まで欠落しているからである。同館所蔵分のはじまりは，大同 2
（1934）年 4 月 1 日の第 216 号。総局報は一貫して満洲国の年号をもち
いた。
　図 5は，『鉄路総局総局報』第 216 号の第 1頁と最終頁の奥附である。
題字欄と奥附を問題にするため，第 1頁本文の左端を割愛し，そこに奥
附にある発行所の部分だけを拡大してはめこむ処理をほどこした。こう
すれば，ひとつの図のなかに，おなじ日の題字欄と奥附をおさめること
ができる。以降，本稿において，両者をペアでしめす際は，同様の方式
によった。第三種郵便物の認可をうける以前から奥附があるのは，習慣
としかいいようがない。
　鉄路総局が新設されても，かつての中国側鉄道は路線ごとに鉄路局が
おかれ，いわゆる分線管理がなされていた。地区割を優先し，各鉄路局
に域内の複数の路線を統括させる機構改革がなされたのは，1年後の
1934 年 4 月 1 日であった。その日からの総局報が残っているのである。
分線管理時代の総局報は，どのようなものであったのだろうか。わから
ない。したがって，その時期に提示されていたはずの，なぜ総局報を発
行するのか，についての局告も見ることができない。
　奥附にあるように，鉄路総局の所在地は，奉天市富士町 14 番地。日
露戦勝記念碑の立つ大広場に西面していた。後掲の 図 9，図 10 の図面
も参照されたい。奉天の附属地は町割が大通を中心にくみたてられてお
り，南北が町，東西が通，である。地番は南北を基準とし，西側に奇数
が，東側に偶数が配され，わかりやすい。富士町 14 番地とは，大通の
最北端の地点で，満洲医科大学の敷地内にあった。鉄路総局を新設する
にあたり，満鉄は一部署である医科大学の構内を利用し，西北端の建物
を全面改装し，総局の本館としたのである 17）。鉄路総局は，ここで 2年
半活動する。
　鉄路総局管轄下の路線には，鉄道附属地は存在しない。しかし，鉄道
という公共性の強い企業体が，運賃の改定や，運行ダイヤの変更をつた
える手段を確保しておきたい，と考えるのは不思議ではない。『鉄道総
局総局報』は 1935 年 8 月 29 日の第 624 号から，第 1頁右欄外に「康徳
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二年八月二十四日第三種郵便物認可」と表示するようになる。「昭和十
年八月二十四日」と書かれる場合もあり，認可の主体が満洲国の郵政総
局なのか，関東局側がなお掌握していたのか，判然としない。
　『鉄道総局総局報』の編集は，従来の満鉄社報の方針を踏襲する部分と，
そうでない部分がある。前者には
　①頁数は，月ごとに通し番号をつける，
　②翌月に，前月分の簡単な記事目録を発行する，
などがあり，後者には，日本語と漢語の上下 2段の合璧になっているこ
とがあげられる。鉄路総局が，満洲国の外局でもあったことのあらわれ
である。ただし，日本語の記事すべてが漢語に訳されたわけではない。「與
日文同，略」と注記されるだけで，下段全体が空欄となる場合も，人事
異動のように，日本文だけ 3段にわたり掲載される例も多かった。
　総局報と社報をあわせてみると，重複する記事が意外にすくないこと
に気づく。ちょうど，子会社と本社の社内報を読むような観がある。実
態がそうである以上，当然といえば，当然である。両者の間の人事の動
きなどは，社報にも掲載されるが，鉄路総局側の日常活動までは，社報
はふれない。ここが，継承後身の鉄道総局報との相違点である。

〔2〕　鉄道総局
　ソ連は 9・18 後も，合弁企業の一方の当事者として寛城子以北の東省
鉄路の管理運行にあたっていた。しかし，ウラジオストクへの短絡線と
しての機能を喪失したこの路線を，いつまでもかかえておく意味はない。
1935 年 3 月，東省鉄路についてソ連が有する権益を満洲国に売却する
契約がむすばれる。
　東省鉄路の権益のうち中国側がにぎっていた部分（つまり 1/2）は，
満洲国がひきついでいた。当然，鉄路総局がその管理にあたる。
　契約金が支払われると，接収業務がすぐ発生する。まず軌間からせば
めなければならない。当初，当事者である交通部が前面にでようとする
が，やりきれない。結局，満鉄がスタッフを派遣し，それをになう 18）。
あらためて，満洲国における鉄道行政の二元性がうきぼりになったので
ある。関東軍が，以前にもまして強硬に一元化を求めたのはいうまでも
ない。鉄道部，鉄道建設局，鉄路総局を統合し，鉄道総局を創設すると
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いう形で一応の結着をみたのは，10 月であった。この結着もしかし，
ながくはつづかない。
　『鉄路総局総局報』の最終は，康徳 3（1936）年 9月 30 日の第 942 号。
翌 10 月 1 日には，『鉄道総局報』が創刊される（図 6と 図 7に，それぞれ

の第 1頁と奥附をしめす）。両者を比較すると，いろいろなことがわかっ
てくる。ランダムに列挙してみよう。
　①一日の中断もなしに継承がなされただけでなく，おなじ奉天とはい
いながら，発行地をことにしていること。
　満洲医大の建物の一部を改築し，鉄路総局の本館としたのにたいし，
鉄道総局の創設にあたっては，春日町 29 番地に，その本館を新設する。
3つの組織が統合された鉄道総局は，鉄路総局とはそもそも規模がちが
うのである。この春日町 29 番地という地番に注目したい。
　1898 年 6 月の続約により，東省鉄路南線の敷設権をえたロシアは，
奉天省城周辺にルートを設定するにあたり，三陵をさけ，馬三家にその
停車場をおく。この停車場はしかし，庚子清露戦争の際，清軍により，
いとも容易に破壊されてしまう。この点にかんがみ，ロシアはルートを
変更し，停車場を現在の公和立交橋東橋詰南側附近に移設するにあたり，
本屋東側正面に兵営と練兵場を配したのである（図 8）19）。日露戦争中，
旅順を脱出したアレクセーエフも，一時ここに身をよせていた。
　戦中から戦後にかけ，およそロシア軍と関係のありそうな土地建物は，
すべて満洲軍がおさえる。この兵営も練兵場も例外ではなかった。そう
した日本陸軍から，ようやくの思いで用地をひきつぎ，附属地を確定し
た満鉄ではあったが，東側正面に軍用地がひろがる省城停車場の位置だ
けは，さすがに当初よりきらった。附属地全体の将来にかかわる，との
筋論でおし，2年後，本屋の位置を 2 kmほど南にうつす。現在の瀋陽
站である 20）。
　本屋は移転したものの，北辺に軍用地をかかえこむという附属地の現状
は，9・18にいたるまで変化はなかった。その具体的範囲をしめしておく。
　　　　西端：停車場用地の東端（現在の勝利北街）
　　　　北端：北七条通（北七馬路）
　　　　東端：加茂町（南京北街）
　　　　南端：北五条通（北五馬路）
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　この敷地は，西側・憲兵隊，中央・兵営，東側・練兵場，と区分され，
1919 年，関東軍が成立すると，兵営部分は北側が独立守備隊，南側が
駐紮師団用となる。兵営と練兵場は，四周から完全に隔絶していた。
　9・18 を境に，こうした附属地の土地利用は一変する。
　1938 年 6 月に印刷された，『南満州鉄道株式会社第三次十年史』には，
1/5000 の「奉天附属地平面図」が添附されている。これは 1932 年 4 月
現在のもので，印刷まで 6年のタイムラグがある。その間に生じた変化
は，図上には明示されない。しかし，よく見ると，北五条通でさえぎら
れていた何本かの大通が軍用地を貫通し，北七条通に到達するように点
線がひかれている。すでに 1932 年当時から，こうしたことが既定の方
針と考えられていたのか，のちに書きこまれたものか，判断にまよう。
奉天附属地における日本軍の兵営や練兵場は，省城に清や民国の権力が
あって，はじめてその存在価値がでる。それが存在しなければ，わざわ
ざ広い敷地を確保し，兵営をおく意味はない。9・18 により張学良政権
が消滅すると，それが現実のものとなる。
　1935 年から翌年にかけての奉天都邑計画については，市域の拡大に
焦点があてられるが，日本による占領が商埠地や省城にまでおよんだた
め，中心市街地の道路整備も急速にすすむ 21）。この結果，北五条通の壁
はくずれ，各大通が北七条通まで延伸される。
　春日町が北進し，北七条通に合流する地点の西南角地が春日町 29 番
地である。鉄路総局工務処が，この地で鉄道総局の新築工事に着手した
のが 1935 年。竣工は翌年 10 月 31 日 22）。残工事がつづくなか，鉄道総
局は社報を発行しはじめたことになる。この建物は，現在でも遼寧省政
府の別館として利用されている。
　軍用地時代と鉄道総局設立後とを比較するため，『南満州鉄道株式会
社第二次十年史』にある「奉天附属地平面図」（1927 年 4 月現在）と，
1939 年に満洲日日新聞社が発行した「大奉天新区画明細図」を，図 9，
図 10 にかかげる。縮尺のちがいを調整し，方角もあわせてある。右上
が北になる。大広場（現在の中山広場。瀋陽站にむかい，毛沢東の立像
がおかれている場所）の左下の建物が，鉄路総局である。鉄道総局がで
き，ここはどうなったのか。医大に返還されたのだろうか。
　鉄道総局の本館を，附属地内の軍用地に建設するにあたり，関東軍・
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満鉄・満洲国の間でどんなやりとりがなされたのか。総局報にも，社報
にも，そして満洲国の公報にも反映されていない 23）。満鉄の処務週報に
あたるしかないのであろう補註）。
　②年号
　『鉄路総局総局報』が康徳をもちいたのにたいし，『鉄道総局報』は一
貫して昭和であった。歴然たる差は，なににもとづくのか。満鉄にたい
する帰属意識の強弱から説明しようとすると，なぜ奥附に南満洲鉄道株
式会社鉄道総局と明示しなかったのか，が問題となる。初代鉄道総局長
の大村卓一の意向がはたらいていた，と考えたい。
　③合璧
　年号のあつかいには差があるものの，紙面の構成には変化がない。上
段が日本語，下段が漢語，という合璧の体裁は堅持される。
　④第三種郵便物の認定
　『鉄道総局報』創刊号題字欄外にある「昭和十年八月二十四日 第三種
郵便物認可」の日附は，『鉄路総局総局報』が第三種郵便物の認可をう
けた日である。だれが見ても，『鉄道総局報』は『鉄路総局総局報』の
継承後身であり，書類上は申請しなおさなければならない事項であって
も，省略することができたということか。
　満鉄と鉄路総局の関係は，なお，親会社・子会社のそれに比定するこ
とができた。しかし，鉄道総局になると，もはや一部署とはいいがたく，
満鉄そのものを体現するようになっていた 24）。『鉄道総局報』創刊号筆
頭の記事が，総裁の「達」であることは，それを雄弁に物語っている。
さらに，附属地行政権を放棄し，紙面からその関連記事が消えると，社
報と総局報との内容の重複度は，よりいっそう高まる。本社を大連にお
く意味がしだいに稀薄になるのは，不可避であった。

Ⅲ　発行地の変更

　1937年 12月，満鉄は附属地にたいする行政権の行使を停止する。担当
部署の社会部も，当然消滅する。組織体としての満鉄に生じた変化は，し
かし，それだけにとどまらなかった。社報の発行形態が一変するのである。
　奉天に鉄路総局や鉄道総局が組織されていった頃，大連の社報にも，
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ある変化がおきていた。営業開始 20 周年を機にヨコ組に変更された体
裁が，7年をへて，再度タテ組にもどされたのである。かつ，字数の問
題があったのか，3段組となる。図 11 が 1934 年 3 月 31 日の第 8076 号。
図 12 が翌 4月 1 日の第 8077 号である。この状態が 3年ほどつづき，行
政権の放棄にいたる。
　これをうけ，大連の本社と奉天の鉄道総局との間で，業務の調整がな
される。この調整は，大連の本社が満洲国全域の交通を掌握する，とい
うものではありえなかった。それを象徴したのが，社報の発行地の変更
なのである。
　図 13 から図 15 に，変遷の軌跡をしめしておく。
　図 13 が，『鉄道総局報』の最終である 1938 年 11 月 30 日の第 636 号
の第 1頁と奥附。図 14 が，同年月日の社報第 9451 号の第 1頁と奥附。
そして図 15 が，翌 12 月 1 日の社報第 9452 号の第 1頁と奥附である。
　以上のすべてにあたれば，南満洲鉄道株式会社の社報を，奉天の鉄道
総局が発行するにいたった経緯を把握することができる。しか 12 月 1
日附社報の第 1頁を一見しただけでは，変化の背景になにがあるのか，
理解するのは困難であろう。そもそも，社報上になんの告知もないので
ある。奥附の記載にまで注意をはらう読者は，そう多くはない。
　発行地がかわるため，満鉄は社報にたいする第三種郵便物の認可を，
直前の 11 月 29 日にとりなおしている。12 月 1 日から，社報第 1頁欄
外にその事実が明示され，これは最後まで変化しない。社報が，上段・
日本語，下段・漢語の合璧になったことの印象も強烈である。いうまで
もなく，『鉄路総局総局報』時代からの体裁を踏襲している。
　11 月 30 日から 12 月 1 日にかけての，総局報と社報の 3つの奥附の
記載をあわせると，『鉄道総局報』は廃刊とする，しかし，社報をその
継承後身として，鉄道総局が主体となり発行をつづける，社報の巻次は
創刊以来の通号とする，などをうたっていることがわかる。業務調整の
結末は，このようなものであった。
　タテ 3段の分量の記事を，上下 2段の日本語・漢語の合璧に編集しな
おせば，記事の取捨選択をいかにきびしくしても，厖大な頁数になるこ
とは想像がつく。それだけの行政コストを負担していく意志は日本側に
は欠けていた。社報における合璧のこころみは，2年でおわる。図 16は，
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1940 年 8 月 31 日の社報第 9965 号。図 17 は，翌 9 月 1 日の第 9966 号
である。大連時代のように日本語のみの，タテ 3段になっている。では，
漢語の部分はどうなったのか。別建の附録にしたのである。第 9966 号
から，本文末尾に，
　　本日社報附録（三頁）ヲ発行ス，附録ハ関係ノ向ニノミ発送ス
との記述があらわれる。しかし，遼寧省 案館所蔵の社報には，この日
附の原本がない。最初の原本は，10 月 11 日の附録から（図 18）。これも
附録としての通し番号がなく，定式化されたのは，10 月 25 日の No.33
からである（図 19）。33 という番号はつけられているが，発行は不定期
であった。なお，図 18 の第 9994 号別冊の欄外右上部に秘の印がおして
ある。漢語訳の別冊すべてが，マル秘のあつかいをうけたわけではない。
この点は注意を要する。
　合璧とは，社報の同じ号に，ある記事の日本語と漢語が同時に掲載さ
れるということである。附録はそうではない。ある号の日本語の記事を
漢語に訳し，後続の号に添附するということである。当然，社報の月ご
との頁数には組みいれられない。ゆえに，附録なのである。別建とした
ため，社報の題字欄とはちがったスタイルをとった。
　附録をくばる「関係ノ向」とは，どの程度のひろがりをもっていたの
か，今は把握するすべがない。
　合璧はごく短期間でうちきられたが，漢語の附録も，1941 年 3 月 30
日の No. 141 が最終となる。7カ月しかもたない。満鉄において，公報
類になんらかの形で漢語訳をつける方式は，結局 9年で幕をとじる。
　参考のために，満洲国の場合を記しておく。
　満洲国の公報は，大同 1（1932）年 11 月 4 日の第 1号から，大同 3（1934）
年 3 月 2 日の第 341 号までが『満洲国政府公報』。帝政実施後は名称と
巻次をあらため，康徳 1（1934）年 3 月 5 日の第 1 号から『政府公報』
となる。康徳 3（1936）年 1 月 3 日の第 542 号まで，本文の表記は漢語
のみであった。この間，『満洲国政府公報』時代から，別建で日本語訳
を発行していた。名称は，1号から 3号までが『満洲国政府公報邦訳』。
第 4号から第 542 号までが『満洲国政府公報日訳』。『政府公報』は，第
1号から第 542 号まで，『政府公報日訳』である 25）。「邦訳」とは，いく
らなんでもということで，「日訳」となったのであろう。康徳 3（1936）
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年 1 月 4 日の第 543 号から，上段・漢語，下段・日本語の合璧となる。
排列の差はあれど，あきらかに『鉄路総局総局報』のほうが先行してい
た。しかし満鉄とことなり，満洲国は合璧の体裁を最後まで堅持する。
　この時期，もうひとつ注目すべきことがおこる。1940 年 10 月，鉄道
総局の南側，春日町 21 番地に奉天鉄道局の本館が完成したのである。
まぎらわしい名称であるが，鉄道総局の分局にあたる。いずれもコンク
リート 5階建で，とくに正面入口が類似していることもあり，よく混同
される。現在の地番は，太原北街 4号。東北の全鉄道網の南半を管轄す
る瀋陽鉄路局の現役の辦公楼である。
　春日町 29 番地で，鉄道総局が満鉄社報の発行を開始して，3年で太
平洋戦争になる。この状態は，なお 1年あまり継続するが，鉄道の運行
そのものは，関東軍の管制下におかれていた。この事実が，だれの目に
もあきらかとなったのは，1943 年 5月。鉄道総局が撤廃されるのである。
社報上に生じた変化からは，もうすこし複雑な背景がうかがえる。
　奥附に「春日町 29 番地」と明示された最後の社報は，1943 年 3 月 12
日の第 10700 号（図 20）。翌 13 日の第 10701 号では，「春日町 20 番地」
となる（図 21）。しかし「春日町 20 番地」とある社報は，3月 20 日の第
10707 号までの，わずか 7号分しかない。
　この，「20 番地」がわからない。春日町の東側のいずれかの建物に，
間借をしていたということなのか。なお，両者の奥附に見える「大和区」
とは，旧附属地と商埠地をあわせた区域で，現在の和平区にあたる。区
制は 1938 年から導入されるが 26），直後の社報には反映されなかった。
　3月 21 日の第 10708 号から，今度は，「春日町 21 号」となる。この
地番は，分局にあたる奉天鉄道局のものである。鉄道総局撤廃の方針は，
すでに内示されていたはずで，転々と執務場所をうつす残存部隊のあわ
ただしい様子が，目にうかぶようだ。この時点で「番地」ではなく「号」
がはじめてあらわれる。個別の事例なのか，なにか意味のあるものなの
か，後考にまちたい。
　鉄道総局が春日町 21 号で発行する社報は，1945 年 5 月 6 日の第
10743 号が最後となる（図 22）。翌 5月 7日の第 10747 号からは，南満洲
鉄道株式会社総務局文書課が，おなじ春日町 21 号で社報を発行する（図
23）。大連時代の社報は，奥附に，たんに「南満洲鉄道株式会社」とあ
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るだけで，部署名をしめすことはなかった。最後の段階で，それがなさ
れる。これは，どういうことなのか。

Ⅳ　春日町 29 番地と太原北街 2号

　みずからの手で満洲国をつくりあげた関東軍は，司令部をその首都に
おく。以後 10年，社会のすみずみにその統制力をおよぼしていくなかで，
満洲国の関連機構を首都に集中させようとする。満鉄もその例外ではな
かった。最後の総裁山崎元幹は，そこに居をさだめ，そこで勤務した 27）。
　鉄路総局をはじめとする機関のために，つぎつぎとハコモノがたてら
れた奉天も，こうしたながれの影響を直接こうむる。鉄道総局が廃され
管理部門が首都に移転すると，これらの建物は本来の目的では使用され
ない。唯一の例外が，実際に地域の鉄道を運行していた奉天鉄道局であっ
た。総務局文書課は，この分局の一室で社報の発行をつづける。遼寧省
案館所蔵の社報の最終は，1945 年 5 月 31 日の第 11359 号。これが本

当に，文書課による最後の社報なのか，確認ができない。敗戦まで，ま
だ時間をのこしていたからである。満洲国の政府公報の最終は，7月 30
日であった。
　日本の敗戦により満洲国は消滅。各地にソ連軍が進駐してくる。その
撤退をまって，共産党・国民党による満洲国の各機関にたいする接収が
はじまる。重慶の国民党は初動において遅れをとり，主力部隊が瀋陽に
到達したのは，1946 年になってからであった。しかし活動することが
できたのは，わずかに 2年。この間に有効な統治機構を構築することは
できなかった。それを暗示するかのように，瀋陽における国民党の党・
軍関係は安定しない。
　1946 年 4 月，かつての鉄道総局の建物に，東北保安総司令部が開設
される。同じ頃，南隣の奉天鉄道局の建物に，国民党中央軍事委員会委
員長東北行営がはいる。この選択は，ここが山海関と大連に通ずる動脈
の枢要であったことにもとづく。同様の理由から，ロシアもここに停車
場をおき，兵営で防禦しようとしたのである。
　1947 年 8 月，総参謀長の陳誠が瀋陽に赴任，軍事委員会行営の後身
である東北行轅の主任となり，東北保安総司令部を行轅に併合する。党・
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軍一体の態勢づくりを模索するが，半年ともたない。1948 年，陳誠が
なげだすと，今度は，保安総司令部の後身の勦匪総司令部が東北行轅を
吸収，総司令が行轅の主任を兼摂するようになる。結局，5月，行轅は
消滅。しかし 10 月には総司令も飛行機で瀋陽から逃亡し，東北におけ
る国民党の時代は，わずか 2年で幕をとじる 28）。
　共産党の側の機構づくりも，しかし，順調ではなかった。まず，日本
の敗戦と同時に，華北各地から大量の党幹部を東北に投入する。瀋陽で
も，張学良の弟の張学思を前面にたて，奉天省政府とかつての辺防軍司
令長官公署を接収する29）。この先制策も連合国の枠組の制約をうけ，いっ
たん内陸部に撤退せざるをえない。ふたたび瀋陽にもどるには，2年の
試練が必要であった。
　勦匪総司令部が崩壊すると，共産党はただちに接収，党の東北局と東
北人民政府をおく。すでに国民党時代から，一帯の地番は春日町 29 番
地から，太原街2号にかわっていた。国民党も地名には徹底的にこだわっ
た。それは易幟後の事跡にてらしても，あきらかである。
　これ以降，現実の政治の場において，かつての帥府や省政府のおかれ
た場所が重視されることはなかった 30）。
　東北局は，各野戦軍がいずれも関内に出撃したこともあり，強大な権
限を行使するようになる。その書記と人民政府の主席をかねたのが，高
崗であった。ソ連との関係も加味され，東北は独立王国の観を呈する。
その執務する場所は，太原街 2号辦公楼とよばれ，名称はいまでものこっ
ている。この「太原街 2号」こそが，もはや死語となった，中央の意向
にそむく地方機関が発する命令，という意味の「二号文件」の語源なの
である 31）。
　高崗は，瀋陽のさまざまな箇所を接収していく。とくに注目されるの
は，北陵と新開河にはさまれた，東北大学の旧キャンパスと，千代田公
園（現在の中山広場）の東南にひろがる文教施設である。
　前者は満洲国時代，張学良政権の拠点ということで，完全に封印され，
地図上は白抜状態になっていた 32）。日本の敗戦により，関内に流亡し四
川の三台（現在の綿陽市三台県）に寓居していた東北大学のスタッフは，
国民党系幹部の主導により凱旋をはたす。しかし東北の国民党は 2年で
崩壊，そのおおくが国民党と行動をともにし，瀋陽をあとにしたため，
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共産党の接収をうけるのである 33）。
　後者には，国民党時代，保安総司令の公館がおかれ，衛戍部隊が防衛
していた。公館と衛戍部隊のとりあわせは，高崗もひきついでいた 34）。
　このふたつの場所は，のち，おおきな意味をもつことになる。
　「二号文件」を発する機関を，北京の中央が放置するわけがない。
1954 年，高崗の逮捕という激烈な形をとって大行政区は廃され，東北
局も東北人民政府も消滅する。太原街 2号辦公楼の主は遼寧省委員会と
人民委員会となる。
　大行政区制の撤廃と揆を一にして，人民解放軍の軍区制が確立する。
全東北を統括する瀋陽軍区の陸軍司令部は，太原街をはさみ，かつての
保安総司令部の対面におかれた。淵源をたどれば，ここはロシアの兵営・
関東軍の練兵場であった。さらに，やはり太原街をはさみ，2号辦公楼
の東側には，軍区の一級招待所 金城賓館が新築される。このふたつは，
北陵公園西側の友誼賓館（ソ連の技術顧問用のホテル）とともに，50
年代を代表するソ連式建物の典型となっている。
　太原街 2号に東北局と東北人民政府があった頃，奉天鉄道局の敷地は
瀋陽鉄路局がひきつぐ。当時，瀋陽鉄路局は東北人民政府の一部署であっ
た。1954 年以降，瀋陽鉄路局は中央の直轄機関となる。東北を二分し，
北を哈爾濱鉄路局が，南は瀋陽鉄路局が管轄していた。
　こうして遼寧省の党と政府は，一級行政区をこえて権限を行使する中
央機関に，周囲をかこまれるようになったのである。
　1954 年に廃止された東北局は，1960 年に再建される。省の党委を解
消して，あらたに東北局を組織したわけではない。省委は，太原街 2号
で活動をつづけていた。東北局が開設された場所は，高崗の時代に接収
された，かつての東北大学の敷地内にある理工学院であった。再建にい
たるくわしい経緯は不明。党・軍関係における制度上の不均衡が，その
一因をなしたとも考えられる。省級の省委では，軍区・鉄路局・人民委
員会の矛盾を緩和するにあたり，十分な調整能力をはたすことができな
かったのである。
　文革がはじまると，遼寧省でも党と政府のほとんどの機能はマヒする。
軍が前面にでて収束がはかられ，「党政合一」という形で一応の結着を
みるのは，1968 年であった。従来の機関はいったん解消され，遼寧省
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革命委員会が新設される。初代の主任は，軍区司令の陳錫聯。中枢部門
は，高崗の公館があった区画におかれる。軍区の管理地であった。この
態勢が十数年もつづく。
　改革開放政策を模索するなかで，1980 年 2 月，遼寧省革命委員会は
撤廃される。党と政府は分離され，外見上は1955年の組織形態にもどる。
しかし，省委員会と省政府が同居することはなかった。
　中国共産党遼寧省委員会は，遼寧省革命委員会の敷地をそのまま利用
する。いっぽう遼寧省人民政府は，本館を 1960 年に東北局がおかれた
旧東北大学理工学院に，分館を太原街 2号にさだめる。現在も，この状
況に変化はない 35）。ではなぜ省政府は，不便きわまりないタコ足状態に
あまんじているのか。
　改革開放政策を徹底すれば，行政側が処理しなければならない事項が
激増するのは，目にみえていた。都市計画のありかたなどに注目すれば，
この点を理解することができるだろう。1936 年当時は壮大さを誇示し
た旧鉄道総局も，いまでは低層建物でしかない。そこに省政府の中枢管
理部門を一括して移転させるのは，1980 年代であっても，無理がある。
多少遠方にあっても広大なキャンパスは，ぜひとも確保しておかなけれ
ばならない 36）。
　しかし同時に，軍区や鉄路局と対応するためにも，かつて「二号文件」
をだしていた場所も確保しておかなければならない。たんに象徴的意味
からだけではなく，この場所こそが重要なのである。
　満鉄が附属地の行政権を放棄した際，放棄しなかった部分がある。い
うまでもなく，「純粋な」鉄道用地である。この部分は現在，各鉄路局
が継承している。瀋陽では，瀋陽鉄路局である。瀋陽站停車場用地西側
には機関車操車場・貨車操車場・コンテナヤードなどが連坦していた。
これらの機能は，現在すべて蘇家屯站や瀋陽西站に移転，広大な敷地が
まさに空地となっている。その部分の土地利用は，一義的に瀋陽鉄路局
が責任をおう。省政府の意向が，反映される可能性はおおくはない 37）。
まさしく「条」と「塊」の矛盾が露呈しているのである。こうした経緯
をたどっていくと，なぜ省政府がここにいなければならないのか，その
理由と，省政府の焦燥感がわかるような気がする。
　書誌データはおもしろい。けして無味乾燥なものではない。本稿にお
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いて，「春日町 29 番地」という，ひとつの地点に注目し，そこからなに
を読みとることができるのか，縷縷紹介してきたのは，それを強調した
いがためでもあった。
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36） 　もちろん，広大な敷地を省政府が独占しているわけではない。右1/3は，
省軍区が使用している。

37） 　土地利用をめぐり，省政府と鉄路局の方針が対立した例として，①瀋
陽北站の北口駅前広場の位置づけ，②公和立交橋が完成したにもかかわ
らず，北一東路と勝利北街が直接合流できない問題，のふたつがあげら
れる。とくに②は深刻で，停車場用地内に，橋脚をたてることができな
かったためである。立交橋上から東南方向をながめると，そのことがす
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補註）　遼寧省 案館所蔵の満鉄の社内文書のなかにも，9・18 後のうごき
をつたえるものは，ごくすくない。1937 年 1 月 6 日，地方部長から経
理部長にあてた移転工事費（関東軍に発注）に関する報告が唯一の記録
である（遼寧省 案館編『満鉄与侵華日軍―満鉄密 』13，広西師範大
学出版社，1999 年，364 ～ 365 頁）。なお，同書 18 の 126 ～ 127 頁にあ
る，起草部署不明の「軍用地買収関係（約参百万円）ノ経過概要」は，
この移転と直接関連するものではないようだ。
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